
 

 

 

 

 

 

平成２７年夏季マリンレジャー事故発生状況について（速報値） 

～危険を知って、安全で楽しいマリンレジャーを！～ 

 

○ 遊泳、磯遊びに伴う事故者数は３２人（うち死者８人）で昨年に比べ８人増加 

 → 飲酒を伴う遊泳者事故９人、幼児・児童※の溺水事故９人 

(※「幼児」･･･６歳未満 「児童」･･･６歳～１２歳) 

○  小型船※の事故は２７隻で昨年に比べ６隻増加（うち事故に伴う死傷者は８人） 

→ 事故に伴い平成２１年以来の死者３名が発生 

   (※「小型船」･･･マリンレジャーに使用されるプレジャーボート、遊漁船) 

 

● ７～８月 人身事故及び小型船の事故の発生状況（※H27 については 7/1～8/26）  

 

１．人身事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （１）遊泳・磯遊びに伴う事故者（内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

第八管区海上保安本部 
広報地域連携室 

左近 実 ・ 寺井 雄 

電話 0773-76-4100（内線 2111･2117） 平成２７年８月２７日 

第八管区海上保安本部 

Ｈ２６ Ｈ２７ 

遊泳・磯遊び 

釣り 

乗船者 

24（８） 32（8） 

2（０） 

４（０） 

（人） 

括弧内は死者数（再掲） 

・遊泳、磯遊び中の事故が全体の約８割 

・飲酒を伴う事故者は９人で昨年よりも５人増加、

うち４人が死亡 

・幼児、児童の溺水事故は９人で昨年よりも５人

増加し、特に幼児（６歳未満）の溺水が増加 

その他 １（０） 

2（０） 

3（０） 

Ｈ２６ Ｈ２７ 
括弧内は死者数（再掲） 

飲酒あり、幼児・児童 ８人 飲酒あり、幼児・児童 １８人 

１０人増加 



 

 

（２）事故者の居住地別（遊泳、磯遊び） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）シュノーケリング中の事故者（遊泳、磯遊び） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管区外等遠方からの来訪者によるものが２８人で、全体の約９割 

・特に京阪神方面から若狭湾にレジャーに訪れ、事故に遭うケースが多い 

              （若狭湾海域での事故者：２８人中２４人） 

Ｈ２６ Ｈ２７ 

括弧内は死者数（再掲） 

Ｈ２６ Ｈ２７ 



２．小型船(プレジャーボート、遊漁船)の事故 

 

 （１）船舶用途別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）事故種類別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小型船の事故は２７隻で昨年より６隻増加 

・昨年、今年ともプレジャーボートが８割以上を占める 

・用途別では、プレジャーボートのうち、モーターボートが１５隻（５隻増）、水上

オートバイは４隻（３隻減）、ミニボートが３隻（３隻増）などとなっている 

・ミニボート等免許を必要としない船舶の事故が増加（４隻増） 

 

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト 

・事故の種類別では機関故障が８隻で最も多く、次いで衝突６隻、乗揚３隻等となっ

ており、転覆事故も２隻発生している 

 

参考「安全阻害」･･･転覆に至らない船体傾斜、走錨及び荒天難航 

「運航阻害」･･･バッテリー過放電、燃料欠乏、無人漂流等 



（３）小型船の事故に伴う死傷者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）船長の居住地別 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・衝突、転覆事故に伴う死傷者が増加（昨年より５人増） 

・死者３人(過去５年間では発生なし)〔水上オートバイの衝突１人、モーターボー

トの衝突１人、ミニボートの転覆１人〕、負傷者５人（昨年より２人増） 

・事故船舶の船長の約６割が管区外等遠方からの来訪者（H26 は約７割） 

・特に京阪神方面からの来訪者による若狭湾海域での船舶事故が多い 

              （若狭湾海域での船舶事故：２７隻中１９隻） 

 

管区内

6人

京阪神

5人

中京

6人

山陽

2人

その他

2人

管区外
15

管区内

11人

京阪神

10人

中京

4人

その他

2人

管区外

16人

Ｈ２７ Ｈ２６ 



 

● 事故事例  
 

【事例①：飲酒を伴う遊泳中の事故】 

 日時 平成 27 年 8 月 4 日 午後３時頃 

 場所 京都府舞鶴市 竜宮浜海水浴場 

 概要 事故者（大阪府在住）は約 30 人のグループ

で海水浴に訪れ、飲酒の後シュノーケリング

を行っていたところ、海底に沈んでいるのを

同僚が発見した。 

 

 

 
【事例②：幼児の溺水事故】 

 日時 平成 27 年 8 月 1 日 午後 1時 40 分頃 

 場所 福井県敦賀市 手ノ浦海水浴場付近 

 概要 事故者（愛知県在住、５歳）は、両親やその

友人 10 人で海水浴に訪れていたところ、大人

が目を離していた間に溺水した。発見後の蘇

生措置により、自発呼吸を開始し、意識を取

り戻した。 

 

 

 

【事例③：水上オートバイの衝突事故】 

 日時 平成 27 年 8 月 13 日 午前 11 時頃 

 場所 福井県大飯郡 青戸マリーナ付近 

 概要 事故者等 3名（大阪府在住）は 2隻の水上 

オートバイに乗船、漂泊中の 2人乗り水上オ

ートバイに 1 人乗り水上オートバイが衝突

し、2 名が負傷した（後日１名は死亡）。 

 

 

 

【事例④：ミニボートの転覆事故】 

 日時 平成 27 年 8 月 19 日 午前 6時頃 

 場所 京都府舞鶴市野原港沖 

 概要 事故者等 2名（大阪府在住）はミニボートで

漁場へ航行中、横波を受けて転覆し、１名が海

中転落(負傷)、１名がミニボートとともに岩場

に打ち上げられ、後に死亡が確認された。 

 
（潜水士による救助の様子） 

（衝突した水上オートバイ） 

（事故現場付近の海水浴場） 

（事故現場付近の海岸） 
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